
第１節 豊かな自然の保護・保全

大分県は、九州本島の北東部に位置し、北と東
は周防灘、別府湾、豊後水道の海域に面し、西と
南は英彦山、津江山系、くじゅう山群及び祖母傾
山系の山岳地帯で囲まれている。地形が複雑で山
地や台地が多く、平野は比較的少ない。山地では、
広大な高原を山裾に持つくじゅう山群や由布・鶴
見岳のほかに、北西に英彦山・犬ヶ岳山系、東南
は急峻な山々の連なる祖母・傾山系がその代表で
ある。台地では玖珠地方や耶馬渓地方を中心に、
溶岩台地がつくる独特な山容である古い堆積層や
溶岩が差別侵食されて生じた奇岩が林立し、優れ
た景観をつくっている。一方、県南部のリアス式
海岸は、中生代、古生代の堆積性の地質からなっ
ており、火山活動による地形造成が広範に見られ
る本県にとって、特異な地形の代表とされている。
こうした特徴的な地形が気候にも影響し、県内

の気候区は、山地型をはじめ準日本海型、内海型、
南海型及び内陸型気候区と、県土面積の割には、
比較的多くの気候区に分けられている。
また、これらの環境条件は、動植物の分布にも

影響を与えている。植生では、県南部海岸にアコ
ウ、ビロウなどの亜熱帯性植物やウバメガシ林、
ハマビワ林などの暖地性植生が見られ、内陸部の
標高１，０００ｍ以上の山地帯では、ブナ林やミズナ
ラ林などの温帯性植生やミヤマキリシマ、コケモ
モなどの群生する九州山頂帯植生がある。動物で
は、日本におけるニホンカモシカの生息の南限で
あり、進化の歴史の裏づけとなる両生類のオオサ
ンショウウオを始めとするサンショウウオ類など
が生息している。
更に、温泉資源も豊富で、源泉数及びゆう出量

ともに全国でも最高の水準にある。その利用方法
も古くからの浴用、飲用のほか、最近では温泉資
源を生かした地熱発電、施設園芸、養魚など多岐
にわたって開発が進められており、全国的な注目
を集めている。
このように大分県の自然環境は全般的に優れて

いるが、これは原生的な手つかずの自然が単に豊
富に存在することを意味するものではなく、長い
人類の歴史の中で、自然と人間が共存してきた結
果としての自然状態が良好に保たれてきたことを
意味する。広大な草原景観を全国的に誇る久住・
飯田高原の自然は、地域の人びとによって慣習的
に続けられている火入れ、放牧と採草によって維
持されており、里山の雑木林は、薪炭林として伐
採を繰り返されていたものが、再生林として自然
林状態に復元している姿である。ただ、最近は、
過疎現象に伴って生じた畑跡地が森林化するなど、
自然環境を構成する要素にも変化が見られる。
全国的に危惧されている優れた自然林の消失は、
本県でも例外ではない。祖母・傾山系の山肌を覆
う西日本唯一のブナ・ツガなどの代表的な原生林
は、伐採等により著しく減少しており、そこに生
息する動物の生息域が分断されたり、狭められた
りしている。県北の英彦山・犬ヶ岳山系の谷や山
腹は伐採と人工林の植林の結果、原生林は稜線近
くに帯状に残っているにすぎない。広大な山裾を
ひろげる久住・飯田の高原も、草原の減少や農道
を含む道路網の整備等により、自然環境は変容し
てきている。また、公共、民間を問わず、都市周
辺における各種の開発が、自然環境や生活環境を
変化させている。
こうした変動の中で近年特に注目されているこ
とは、都市部及びその近郊地域における潤いとや
すらぎをもたらす自然環境の保全の重要性である。
郊外に散在する鎮守の森をはじめ、やぶや雑木林、
草原はかつては平凡な緑の一部にすぎなかったの
であろうが、今では大切な身近な自然として見直
す必要が生じている。
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第１項 自然公園等の保護・保全

１ 自然公園等の現況

本県には、自然環境に恵まれた地域が数多く
存在し、国及び県は、これらの地域を自然公園、
自然環境保全地域等に指定して保護、管理する
ことにより、自然環境の保全に努めている。
これらの地域の概況は、次のとおりである。

� 自然公園の現況
優れた自然の風景地で、その保護及び利用

の増進を図る必要がある地域を自然公園に指
定している。自然公園には、我が国の風景を
代表する国立公園、これに準ずる国定公園及
び都道府県の風景を代表する都道府県立自然
公園がある。
平成１６年度末現在の本県の国立公園は、瀬
戸内海、阿蘇くじゅうの２か所２万１，２４３ha
（県土面積の３．４％、自然公園面積の１２．１％）、
国定公園は、耶馬日田英彦山、祖母傾、日豊
海 岸 の３か 所８万９，３０６ha（同１４．１％、同
５１．１％）、県立自然公園は、国東半島、豊後
水道、津江山系、神角寺芹川、祖母傾の５か
所６万４，２９８ha（同１０．１％、同３６．８％）となっ
ており、その総面積は、１７万４，８４７haで北海
道、新潟県などについで６番目（平成１６年３
月３１日現在）に多く、県土面積の約２８％（全国
６位（平成１６年３月３１日現在））を占めている。
（図２－１－１－１及び表２－１－１－１ａ）

� 自然環境保全地域等の現況
自然公園以外で良好な自然環境を形成し、

その保全を図る必要がある区域を自然環境保
全地域に指定している。平成１６年度末におけ
る県自然環境保全条例に基づく自然環境保全
地域は、表２－１－１－１ｂのとおり６地域
が指定されている。
これとは別に、防衛庁との協定により福万

山１００ha、高陣ケ尾３5ha（いずれも玖珠町）
の２地域について、自然環境の保全を図って
いる。

� 自然海浜保全地区の現況
瀬戸内海区域（中津市山国川から佐伯市鶴

見町鶴見の間）の自然公園以外の自然海浜で、
海水浴、潮干狩りなどの公衆の利用に供され
ている地域を県自然海浜保全地区条例に基づ
き、自然海浜保全地区に指定して、自然海浜
の保全及び適正な利用を図っている。平成１６
年度末における指定地区は、表２－１－１－
１ｃのとおり２地区である。

２ 自然公園等の保全

� 公園計画の見直し
自然公園は、適正な保護及び利用を図るた
め公園計画を定めることになっている。また、
この公園計画は、自然公園をとりまく社会条
件の変化に対応するため、必要に応じて、公
園計画の見直しを行うことができる。本県の
自然公園の公園計画の見直しについても、順
次検討中である。

� 自然公園の保全管理
自然公園の優れた風致景観を保護するため、
自然公園区域内に特別地域、特別保護地区及
び海中公園地区が指定されており、当該区域
内で行われる一定の行為は、国立公園は環境
大臣、国定公園及び県立自然公園は県知事の
許可を受けなければならないことになってい
る。また、普通地域内の一定の行為は、届出
をしなければならないことになっており、風
景の保護のために必要な規制や指導を行って
いる。
平成１６年度中の国定公園及び県立自然公園
における行為の許可及び届出の状況は、表２
－１－１－１ｄのとおりである。
また、自然公園法の一部を改正する法律（平
成１４年４月２４日公布法律第２９号）が、平成１５
年４月１日施行され国立公園及び国定公園に
ついて特別地域等における行為規制を追加す
るとともに、風景地保護協定及び公園管理団
体の各制度を創設した。併せて大分県立自然
公園条例についても同様の一部改正を行い、
平成１５年１０月１日付けで施行している。

� 自然環境保全地域等の保全管理
県自然環境保全地域については、その保全
を図るために地域内に特別地区を指定し、更
に必要があれば特別地区内に野生動植物保護
地区を指定し、当該地区内における工作物の
新築、木材の伐採等の行為は、県知事の許可
を受けなければならないことにしており、そ
の他の普通地区についても、一定の行為は届
出を要し、必要な規制や指導を加えることに
よって保全を図っている。
また、防衛庁との協定により自然環境の保
全を図っている地区については、２年毎に協
定者相互で保全のための調査を実施し、適正
な管理を行うことにしている。

� 自然海浜保全地区の保全管理
自然海浜保全地区については、当該地区
内において工作物の新築、土石の採取等の
行為を行う場合は、事前に知事への届出を
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要し、保全及び適正な利用のために必要が
あれば勧告又は助言を行うことによって保
全を図ることとしている。

３ ラムサール条約

平成１７年１１月８日 アフリカのウガンダで開
催された第９回ラムサール条約締約国会議（Ｃ
ＯＰ９）にて、くじゅう坊ガツル・タデ原湿原
が保全すべき重要な湿地として登録された。中
間湿原としては、国内最大級の面積を有してい
る。
ラムサール条約は水鳥の生息地として国際的

に重要な湿地や湿地に生息する野生生物の保護
を目的として１９７１年にイランのラムサールで採
択された。日本は１９８０年に加盟し、今回新たに
「くじゅう坊ガツル・タデ原湿原」をはじめ、
２０の湿地が登録されたことにより、現在の国内
登録湿地は３３カ所となった。

１９９９年の第７回締約国会議の際に、生態系の
保全などについても条約の目的に含め、対象湿
地を拡大した。
ラムサール条約は国際的に重要な湿地及びそ
こに生息、生育する動植物の保全を促進するこ
とを目的とした重要な国際条約であり、締約国
には登録湿地の保全と「ワイズユース」（賢明な
利用）の推進が求められている。今後は、持続
可能な自然環境の保全が課題となる。
くじゅう坊ガツルやタデ原では長い間途絶え

ていた野焼きを地元の人たちが中心となって復
活させた。
毎年、春の芽吹き前に野焼きを行うことで、
現在の美しい湿原景観や多様な生き物たちの生
息、生育する環境が守られている。

図２－１－１－１ 大分県の自然公園等（平成１７年３月３１日現在）

坊ガツル湿原 タデ原湿原
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公 園 名 指定年月日 面 積 公 園 の 特 色 所在市町村
瀬 戸 内 海
国 立 公 園

昭和９．３．１６
２５．５．１８

（区域変更）
３１．５．１

（区域変更）
５９．９．２０

（区域変更）

２，９３３ 本県はこの公園の最西端に位置してお
り、黒曜石の断崖、褶曲、断層など各種
地形地質の構造がみられる姫島、仏教文
化遺跡の観賞と瀬戸内海の好展望地とし
ての両子・文殊地区、ニホンザルの自然
動物園高崎山、海蝕崖などの発達やウミ
ネコの営巣地の高島地区がとりこまれて
いる。

大分市、豊後高田
市、国見町、姫島
村、国東町、安岐
町

阿 蘇 く じ ゅ う
国 立 公 園
（６１．９．１０名称変
更「くじゅう」を
挿入）

昭和９．１２．４
２８．９．１

（区域変更）
３１．５．１

（区域変更）
４０．３．２５

（区域変更）
５６．１２．１４

（区域変更）
６１．９．１０

（区域変更）
７．１２．１２

（区域変更）

１８，３１０ 熊本県の阿蘇火山一帯と九州本土最高
峰のくじゅう山群と広大な飯田・久住の
両高原から奥別府までをとりこむ山岳と
高原の公園である。
くじゅう山群には、ミヤマキリシマ、

コケモモなど数々の高山植物が生育し、
南北に展開する雄大な久住・飯田の高原
と相まって独特の山岳景観を呈し、随所
に湧出する各種の温泉とともに多くの
人々に利用されている。
県道「別府・一の宮線」は、この公園

の中を走り、城島高原、由布岳、小田の
池、山下池、飯田高原などの美しい自然
景観が沿線に続いている。

別府市、庄内町、
湯布院町、久住町、
直入町、九重町、
玖珠町

公 園 名 指定年月日 面 積 公 園 の 特 色 所在市町村
耶馬日田英彦山
国 定 公 園

昭和２５．７．２９
４５．７．１

（区域変更）
５６．９．５

（区域変更）

７４，７７２．５ 英彦山を中心に南画風の奇岩秀峰と渓
谷美を誇る耶馬渓とメサ・ビュートの独
特な地形を形成する岩扇山、万年山一帯
及び温泉、河川美をもって知られる日田、
天瀬、松原ダムなどをとりこむわが国最
大の溶岩侵食台地である。
有名な青の洞門、羅漢寺もこの公園に

含まれている。

日田市、宇佐市、
九重町、玖珠町、
中津市

祖母傾国定公園 昭和４０．３．２５ １０，２４０ 宮崎県の大崩山、高千穂峡一帯と、祖
母傾山系、三国峠、藤河内渓谷などをと
りこむ地域である。
モミ、ツガ、ブナ、シオジなどの針広

混交の原生林として西日本に残された唯
一の秘境であり、ニホンカモシカや野生
のキリなど動植物の学術上貴重なものが
数多く見られる。

竹田市、佐伯市、
豊後大野市

日 豊 海 岸
国 定 公 園

昭和４９．２．１５ ２８，４７４．２
陸域
４，２９３．８

海域
２４，１８０．４

佐賀関半島から宮崎県美々津海岸に至
る、いわゆる日豊海岸と呼ばれる海岸、
海中景観に優れた公園である。この公園
は典型的なリアス式海岸で多くの島、半
島、岩礁、海蝕崖があり、これに激突す
る黒潮は豪快で男性的な景観を呈してい
るとともに、この地域は亜熱帯植物の北
限地域として学術上貴重な地域でもある。
また、漁獲の宝庫として知られ、絶好の
釣場が多く点在している。

佐伯市、臼杵市、
津久見市、大分市

表２－１－１－１ａ 自然公園法及び県立自然公園条例に基づく自然公園指定区域（大分県分）
（平成１７年３月３１日現在）

① 国立公園 （単位：ha）

② 国定公園 （単位：ha）

豊かな自然との共生と快適な地域環境の創造

24 大分県環境白書



公 園 名 指定年月日 面 積 公 園 の 特 色 所在市町村
国 東 半 島
県 立 自 然 公 園

昭和２６．３．３０
５４．６．５

（区域変更）
（特別地域指定）

１９，６９１．１８
陸域
１５，５９１．１８
海域

４，１００

国宝富貴寺をはじめ真木大堂、熊野磨
崖仏や国東塔など六郷満山にまつわる文
化財を数多く包蔵するほか、耶馬渓式景
観が林立する国東半島内陸部と、岩礁、
洞窟をもつリアス式海岸の北部海岸、白
砂青松の海岸美を誇る南部の海岸よりな
る。この公園には古代文化公園、国民休
養地をはじめ、各種のレクリエーション
施設が整備され、また随所で海水浴、キ
ャンプ、魚釣りが楽しめる。

豊後高田市、杵築
市、宇佐市、大田
村、真玉町、香々
地町、国見町、国
東町、武蔵町、安
岐町、山香町

豊 後 水 道
県 立 自 然 公 園

昭和２６．３．３０
４９．５．３１

（区域変更）

８，２７１．５ 日豊海岸国定公園に接続する長目、四
浦、鶴見、入津半島などのリアス式海岸
とカルスト地形の八戸台一帯を包摂する。
海岸は小島岩礁多く、ハマユウ、ビロウ
などの亜熱帯植物が茂り、海水浴、魚釣、
遊船などの利用が多い。

佐伯市、臼杵市、
津久見市

神 角 寺 芹 川
県 立 自 然 公 園
（３６．４．２８名称変
更「芹川」を挿入）

昭和２６．３．３０
３６．４．２８

（区域変更）
１０，０６５．５０

重要文化財神角寺を中心に鎧ケ岳、烏
帽子岳の山岳地域、人造湖芹川ダム及び
長湯温泉を包摂した公園である。この公
園には渓仙峡普光寺の磨崖仏や紅葉で知
られる用作公園などがあり、また県民の
森計画区域にも含まれている。

大分市、庄内町、
豊後大野市、直入
町

津 江 山 系
県 立 自 然 公 園

昭和２６．３．３０
６０．９．２０

（区域変更）

１６，２４６ 釈迦岳、御前岳、酒呑童子岳、渡神岳
など峻険な山岳を中心とする公園で、ブ
ナ、ミズナラ、シオジなどの原生林と渓
谷美を誇るとともに展望もすぐれている。

日田市

祖 母 傾
県 立 自 然 公 園

昭和２６．３．３０
４０．３．２５

（区域変更）
１４，１２３．９５

祖母傾国定公園に隣接する山岳、渓谷
を中心とした公園で、神原、内山観音、
大白谷、九折を包摂しており、内山観音
の文化財、大白谷の渓谷、神原渓谷など
の景勝地とともに素朴な山村風景がみら
れる。また公園利用のため、隣接地の祖
母傾国定公園の神原地区（竹田市）自然
探勝路、休憩舎、簡易宿舎、園地などが
整備されている。

竹田市、豊後大野
市、佐伯市

③ 県立自然公園 （単位：ha）

豊かな自然との共生と快適な地域環境の創造

大分県環境白書 25



公 園 名

行為内容

国定公園 県 立 自 然 公 園

合計
耶馬
日田
英彦山

日豊海岸 祖母傾 国東半島 祖母傾 豊後水道
神角寺
芹 川

津江山系

知 事 知 事

許

可

工 作 物 の 新 築 ３１ ６ ８ ４５
工 作 物 の 改 築 ２ ３ ５
工 作 物 の 増 築 ５ ２ ７
木 竹 の 伐 採 ０
土 石 の 採 取 ０
広 告 物 等 の 設 置 ５ １ ６
土 地 の 形 状 変 更 ０
指 定 植 物 の 採 取 ０
水 面 の 埋 立 ０
そ の 他 ０

計 ４１ １０ ０ １２ ０ ０ ０ ０ ６３

届

出

工 作 物 の 新 築 ２ １ １ ４ ８
工 作 物 の 増 築 ０
土 石 の 採 取 ０
土 地 の 形 状 変 更 ０
広 告 物 等 の 設 置 ６ ６
水 面 の 埋 立 １ １

計 ２ １ ０ ６ ０ １ １ ４ １５
合 計 ４３ １１ ０ １８ ０ １ １ ４ ７８

地 区 名 市 町 村 指定年月日 海岸線延長 利 用 型
富来浦自然海浜保全地区 国 東 町 昭和５７年８月３日 約１，０００m 潮 干 狩 り
中越自然海浜保全地区 佐 伯 市 昭和５７年８月３日 約 ５００m 海 水 浴

名 称 所 在 指定年月日 面積 内特別地区 自 然 環 境 の 特 質
大 分 県 武 多 都
自然環境保全地域

国 見 町 昭和５１．１２．７ ３．３ １．８ 武多都社の境内林で、常緑広葉樹スダジイ・
コジイの天然林は国東半島に残る稀少価値のあ
るまとまった森林である。

大 分 県 小 城 山
自然環境保全地域

武 蔵 町 昭和５１．１２．７ ３．３６ １．６２ 宝命寺の境内林を中心とする常緑広葉樹スダ
ジイの天然林で、国東半島に残る稀少価値のあ
るまとまった森林である。

大 分 県 霊 山
自然環境保全地域

大 分 市 昭和５４．３．３０ ２．８ ２．８
（野生動植物
保護地区
２．８）

大分県に特有のオオイタサンショウウオの生
息繁殖の場として残された数少ない地域。大分
地区では少なくなったコジイの典型林が残され
ているのをはじめ、アカガシ、アラカシ等の森
林が順調に復元し、すぐれた常緑広葉樹をつく
りつつある貴重な地域である。

大 分 県 湯 山
自然環境保全地域

湯布院町 昭和５４．３．３０ ３．９ ３．９ 標高６５０�～７５０�の比較的高地にありながら、
林内にはシロダモ、ユズリハなどの常緑広葉樹
を含み、高木層の林冠群にはコナラ、イヌシデ
など落葉広葉樹の両者で構成された、森の仕組
みの特異な常落混交の天然林である

大 分 県 丸 山
自然環境保全地域

日 田 市 昭和５９．１０．６ １．７ １．７ 九州北東部と中国西南部の内陸丘陵地に特有
とされるコジイ＝イシモチ群集の常緑広葉樹が
まとまって残された地域性の強い貴重な天然林
である。

大 分 県 堂 迫
自然環境保全地域

日 田 市 昭和５９．１０．６ １．１ １．１ 〃

計６か所 － － １６．１６ １２．９２
（２．８）

表２－１－１－１ｂ 自然環境保全地域指定状況 （平成１７年３月３１日現在）
（単位：ha）

表２－１－１－１ｃ 自然海浜保全地区指定状況 （平成１７年３月３１日現在）

表２－１－１－１ｄ 平成１６年度自然公園許可届出件数

豊かな自然との共生と快適な地域環境の創造

26 大分県環境白書



第２項 自然景観の保全と活用

１ 沿道環境美化の現況

本県は、海、山、川等の恵まれた自然の中、
各所に集落、街、都市が散在し、個性豊かな地
域景観が形成されている。各集落や街、都市の
間は山岳地帯が多いという地形的要因もあり、
鉄道網は少なく、主に国道や県道といった道路
によって結ばれ、道路が景観の視点場の中心と
なっている。
県では、こうした県内の主要な道路の沿道や

その周辺の景観の保全及び環境の美化を図るた
め、「大分県沿道の景観保全等に関する条例」
を制定し、県道等の沿道で県民生活上又は観光
上特に重要な道路の区間を「沿道環境美化地
区」に、県道等から眺望することができる山、
川、田園等の優れた景観を有する区域でその景
観の保全が特に必要な区域を「沿道景観保全地
区」に指定している。こうした指定地区で、大
規模建築物に係る緑化等の指導等を行うことに
より、沿道における優れた景観の保全及び環境
の美化を推進し、美しい県土を守り育てようと
する県民意識の高揚を図ることとしている。
平成１６年３月末に沿道環境美化地区について、

国道２１２号沿いの中津・天瀬間と、国道３２６号沿
いの宇目・犬飼間及び国道４４２号、県道４１２号及
び県道３０号沿いの大分・久住間の地区指定を行
い、現在沿道環境美化地区に１２路線、沿道景観
保全地区に４地区を指定している。
また、平成１６年６月には、景観法が公布され、

景観と調和のとれた営農条件の確保をはかるべ
き地域として、棚田、景観作物地帯等に景観農
業振興地域整備計画を策定することができるよ
うになった。

２ 沿道環境美化の推進

ア 条例の制定
沿道における優れた景観及び美しい環境は、

私たちに潤いとやすらぎを与えるものであり、
また、これらは、快適環境の重要な要素とな
るものである。
このため、「大分県沿道の景観保全等に関

する条例」を制定し、条例に基づく沿道景観
保全地区等の指定を行い、当該地区における
大規模建築物に係る緑化等の指導等を行うこ
とにより、沿道における景観の保全と環境の
美化を推進し、美しい県土を守り育てようと
する県民の意識の高揚を図っている。

イ 主な経過
昭和６３年３月に「大分県沿道の景観保全等
に関する条例」を公布し、同年１０月に同条例
及び規則の施行を行った。
その後の地区指定の状況は表２－１－１－
２のとおりである。

ウ 指定地区における指導等
指定地区内における大規模建築物の新築等
の行為については、条例の規定により届出が
必要となっており、各地方機関において、敷
地内の緑化、建築物の色彩等について指導等
を行い、沿道の景観の保全及び環境の美化の
推進に努めている。
また、沿道の景観保全等に係る県民の意識
の高揚に資するため、啓発用リーフレットを
作成している。
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ブロック 指定地区名 所 在 指定年月日 面積・延長

県 北
・

国 東

守 江 湾
沿道景観保全地区

（国道２１３号沿い）
杵築市

元． ３．２７ 約９３１ha

亀川・大分空港間
沿道環境美化地区

（国道１０号～国道２１３号沿い）
別府市、日出町、杵築市
安岐町、武蔵町

元． ３．２７ 約３５㎞
道路側端から２０
�の範囲

甲 尾 山 周 辺
沿道景観保全地区

（国道１０号沿い）
杵築市

３． ３．２５ 約８４０ha

日出・中津バイパス間
沿道環境美化地区

（国道１０号沿い）
日出町、杵築市、宇佐市、
中津市

３． ３．２５ 約５４㎞
道路側端から２０
�の範囲

宇 佐 別 府 道 路
沿道環境美化地区

（宇佐別府道路沿い）
別府市、日出町、杵築市
宇佐市

７． ３．３１ 約３１㎞
道路の区域から
２０�の範囲

大 分 空 港 道 路
及び日出バイパス
沿道環境美化地区

（大分空港道路沿い）
日出町、杵築市、安岐町

７． ３．３１
１５． ３．３１
（区域拡張）

約３２㎞
道路の区域から
２０�の範囲

中 津 ・ 天 瀬 間
沿道環境美化地区

（国道２１２号沿い）
中津市、日田市

１６．３．３１ 約７５㎞
道路側端から２０
�の範囲

中 央
・

久 大

由 布 院 盆 地
沿道景観保全地区

（国道２１０号沿い）
由布市

元．１２．２５ 約４８８ha

賀 来 ・ 滝 瀬 間
沿道環境美化地区

（県道大分挾間線～国道２１０号沿
い）
大分市、由布市、九重町
玖珠町

元．１２．２５ 約５８㎞
道路側端から２０
�の範囲

九州横断自動車道
長 崎 大 分 線
沿道環境美化地区

（九州横断自動車道長崎大分線
沿い）
大分市、別府市、日出町
由布市、九重町、玖珠町
日田市

７． ３．３１
１５． ３．３１
（区域拡張）

約１０３㎞
道路の区域から
２０�の範囲

大 分 ・ 久 住 間
沿道環境美化地区

（国道４４２号、県道４１２号及び県道
３０号沿い）
大分市、豊後大野市、竹田市

１６． ３．３１ 約５１㎞
道路側端から２０
�の範囲

豊 肥

菅 生
沿道景観保全地区

（国道５７号沿い）
竹田市

３． ３．２５ 約５６６ha

犬 飼 ・ 菅 生 間
沿道環境美化地区

（国道５７号沿い）
豊後大野市、竹田市

３． ３．２５ 約４７㎞
道路側端から２０
�の範囲

県 南

上戸次・宗太郎峠間
沿道環境美化地区

（国道１０号沿い）
大分市、豊後大野市、臼杵市
佐伯市

３． ３．２５ 約６３㎞
道路側端から２０
�の範囲

東 九 州 自 動 車 道
沿道環境美化地区

（東九州自動車道沿い）
大分市、臼杵市、津久見市

１５． ３．３１ 約２７㎞
道路の区域から
２０�の範囲

宇 目 ・ 犬 飼 間
沿道環境美化地区

（国道３２６号沿い）
佐伯市、豊後大野市

１６． ３．３１ 約３９km
道路側端から２０
�の範囲

計
沿道景観保全地区 ４地区 約２，８２５ha
沿道環境美化地区 １２路線 約 ６１５�

表２－１－１－２ 沿道景観保全地区等指定状況 （平成１７年１０月１日現在）
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第３項 多様な生態系の保全

１ 自然環境の現状把握

� 希少野生動植物の保護
環境省は、全国的な規模で絶滅のおそれの

ある動植物の種を選定し、その生息状況等を
解説した資料である「日本の絶滅のおそれの
ある野生生物ーレッドデータブックー」を
１９９１年に初めて作成し、以降、自然環境と調
和した開発計画の立案や自然保護政策の基礎
資料として活用されている。
本県においても、県内の希少な野生生物の

生息・生育状況を総合的に調査・整理・検討
し公表することにより、絶滅のおそれのある
野生生物の保護をはかるため、平成９年度か
ら大分県版レッドデータブックの作成に着手
し、平成１２年度に「レッドデータブックおお
いた」を発行した。平成１３年度にはその普及
版を発行し、小中学校等にも配布して、県内
の希少野生生物の現状について普及・啓発を
図った。
平成１６年度からは、この調査結果を基に希

少野生動植物の保護に関する条例の制定に向
けた作業を行うとともに、平成１７年度からは
ボランティアの協力を得て、湿原の再生・保
全を目的とした「猪の瀬戸湿原再生プロジェ
クト」を実施している。

� 自然環境学術調査
本県では、県内の自然環境の現状を把握す
るために昭和４４年の「大分県海中公園候補地
学術調査」を皮切りに、表２－１－１－３の
とおり自然環境学術調査を実施してきた。平
成１５年度は、鶴見半島及び大島地域を調査し
た。
また、自然環境学術調査の内容を中心に、
県内の優れた自然環境を多くの人に紹介する
ために自然ガイドブックを発行している。平
成１６年度は、「佐賀関高島及び周辺地域自然
環境学術調査報告書」の内容を中心に、自然
ガイドブックVol．１１「佐賀関高島及び周辺
地域の自然」を発行した。

年 度 調 査 地 区

広

域

的

な

調

査

昭和４４ 大分県海中公園候補地学術調査報告書（日豊海岸国定公園候補地資料）
昭和４８ 大分県の植生
昭和４９ 大分県の自然－現況と保護対策－
昭和４９ 自然環境調査報告（地形・地質）国東半島地域
昭和５０ 大分県自然環境保全地域候補地調査報告書（国東半島地域の植物）
昭和５１ 祖母傾地域の自然環境保全調査報告
昭和５１ 大分県自然環境保全地域候補地調査報告書（阿蘇くじゅう国立公園地域）
昭和５２ 大分県自然環境保全地域候補地調査報告書（玖珠地区）
昭和５３ 大分県自然環境保全地域候補地調査報告書（県南地区）
昭和５４ 大分県自然環境保全地域候補地調査報告書（県北地区）
昭和５５ 大分県自然環境保全地域候補地調査報告書（日田地区）
昭和５６ 大分県自然環境保全地域候補地調査報告書（豊肥地区）
昭和５７、５８ 耶馬日田英彦山国定公園学術調査
昭和５９ 祖母傾国定公園学術調査
昭和６０ 日豊海岸国定公園学術調査
昭和６３ 阿蘇くじゅう国立公園くじゅう地域学術調査

限
定
し
た
地
域
の
調
査

昭和４８ 「西の小池」とその周辺の植生（阿蘇くじゅう国立公園）
平成３ 小田の池自然環境学術調査（阿蘇くじゅう国立公園）
平成４ 猪の瀬戸湿原自然環境学術調査（阿蘇くじゅう国立公園）
平成５ 蒲江町深島・屋形島・名護屋地域自然環境学術調査（日豊海岸国定公園）
平成６ 深耶馬地域自然環境学術調査（耶馬日田英彦山国定公園）
平成７ 夷耶馬・鷲巣岳地域自然環境学術調査（瀬戸内海国立公園、国東半島県立自然公園）
平成８ 酒呑童子山地域自然環境学術調査（津江山系県立自然公園）
平成１０ くじゅう黒岳地域自然環境学術調査（阿蘇くじゅう国立公園）
平成１１ 藤河内渓谷周辺地域自然環境学術調査（祖母傾国定公園）
平成１２ 犬ケ岳津民川地域自然環境学術調査（耶馬日田英彦山国定公園）
平成１３ くじゅうタデ原地域自然環境学術調査（阿蘇くじゅう国立公園）
平成１４ 佐賀関町高島及び関崎周辺地域自然環境学術調査（瀬戸内海国立公園及び日豊海岸国定公園）
平成１５ 鶴見半島及び大島地域自然環境学術調査（日豊海岸国定公園・豊後水道県立自然公園）

表２－１－１－３ 自然環境学術調査実施状況
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図１ 高島のウミネコ生息地

２ 野生動植物との共生と保護体制の整備

� 鳥獣保護の現状
野生鳥獣は生物の多様性を豊かにするなど、

生態系の中で重要な役割を果たしてきた。近
年、一部の野生鳥獣が生息環境の変化により
減少する一方、イノシシ、シカ、サル等増え
すぎた野生鳥獣による農林産物被害が増加し、
その対策が課題となっている。
このような現状から、本県における野生鳥

獣の適正な管理に資するため、「鳥獣の保護
及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき、
野生鳥獣の捕獲を規制し、狩猟の適正化を図
るとともに、特定鳥獣保護管理計画や有害鳥
獣捕獲許可基準等を盛り込んだ「第９次鳥獣
保護事業計画（平成１４～１８年度）」を策定し、
野生鳥獣の保護と農林水産業との調和をめざ
した鳥獣行政を推進している。

� 鳥獣保護
ア 鳥獣保護区の指定
鳥獣の保護を図るため、鳥獣保護区及び

特別保護地区を指定するとともに、狩猟鳥
獣の増加を図るため、休猟区を指定してい
る。鳥獣保護区は、平成１７年１１月１日現在
で、県下で７０か所、県土面積の約７．５％に
あたる４７，４１７haを指定している。また、
鳥獣保護区内で特に重要な鳥獣生息地１０か
所については特別保護地区に指定し、この
中には天然記念物カラスバトの生息地とし
て知られる佐伯市（旧蒲江町）の沖黒島や、
ウミネコが営巣する大分市（旧佐賀関町）
の高島などが含まれている。

イ 狩猟制度及び違法捕獲の取締り
狩猟鳥獣（資料編表 自然２）について

は、毎年１１月１５日から翌年２月１５までを狩
猟期間（イノシシについては３月１５日ま
で）としており、鳥獣の種類、捕獲数を定
めて狩猟を許可している。その他、県内で
６６名の鳥獣保護員を委嘱し、違法捕獲や狩

猟違反の取締りに当たっている。（狩猟者
によるＨ１６年度の主な鳥獣の捕獲数 資料
編表 自然３）

ウ 特定鳥獣保護管理計画
シカ・イノシシによる農林業被害を防止
するため、特定鳥獣保護管理計画を策定し、
捕獲者へのアンケートやフィールド調査な
どにより個体数の増減を調査している。こ
れによりシカについては個体数の多い県南
・豊肥・日田・下毛・宇佐・国東地域をメ
スジカの可猟地域とし、イノシシについて
は平成１４年度から県内全域で猟期を１か月
延長するなど、適正な生息数になるよう個
体数管理を進めている。（県内の鳥獣によ
る被害状況 資料編表 自然４）

エ 予防対策等
シカ・イノシシによる被害地域の田畑の
周囲に、電気柵・トタン柵・鉄線柵（イノ
シシ）、防護柵・防護資材（シカ）の設置
を実施している。その他、捕獲技術向上の
ための講習会や捕獲したシカ肉の有効活用
のためにシカ肉料理の普及や加工品開発等
を行っている。

３ 野生動植物の生育・生育環境の保全

� キジの放鳥
県内ではキジが減っていることから、鳥獣
保護区や休猟区のキジ生息適地に毎年約
２，６００羽のキジを放鳥し、鳥獣保護と狩猟の
調和を図っている。

� 野鳥の生息調査
野鳥の生息実態を把握するため、毎年１月

１５～１７日に全国一斉に行われるガン・カモ科
鳥類生息調査や１１月１５日にキジ・ヤマドリ出
会い調査等を行っている。

� 鳥獣保護思想の普及
鳥獣保護の理解と協力を得るため、愛鳥週
間を中心に、毎年各地で行われる探鳥会に協
賛するとともに、愛鳥週間用ポスター原画展
を実施し、愛鳥思想の普及に努めている。
また、普及活動の一環として、主に小中学
校を対象として愛鳥モデル校を指定し、指定
校には関係図書等の配布を行っている。

� 傷病鳥獣対策
鳥獣１１０番制度を設け、傷病鳥獣の治療を
行い、鳥獣の保護に努めている。
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図2 平成18年度愛鳥週間用ポスター原画応募作品

図3 保護されたフクロウ（傷病鳥獣）

第４項 森林の保全

１ 森林保全の現状と課題

森林は、木材生産の働きのほかに水を蓄える
緑のダムとしての働き、土砂の流出・崩壊を防
止する防災の働き、生活環境の形成・保全など
の多面的機能を有しており、県民が安全で安心
して生活するためには不可欠な存在である。ま
た、その機能を十分に発揮するには森林を適正
に管理し、健全に維持することが必要である。
しかしながら、近年の木材価格の低迷による

林業生産活動の停滞等から、手入れ不足の森林
や再造林未済地が増加しており、機能低下によ
る災害の発生などが危惧されている。このため、
森林を保全する既存制度の充実のほかに、様々
な対策を講じた。

２ 造林事業

県では森林所有者が所有森林で行う、植栽、
下刈り、除伐、間伐等の造林事業に対して助成
することにより、森林の持つ多面的機能の維持
増進を図っている。
特に健全なスギ、ヒノキ等の人工林の整備の
ために欠かせない間伐事業に対して重点的に助
成を行っており、平成１６年度は約７，７００haの間
伐事業を含め、約１５，３００haの造林事業に対し
て助成を行った。

３ 保安林の整備

重要な公益的機能を持つ森林を保安林に指定
し、その機能を維持・増進するために伐採や開
発を制限している。また、「公益上の理由」若
しくは「指定理由の消滅」に限って、指定の解
除を行っている。平成１６年度は新たに、３８６ha
を保安林に指定し、また、主に公益的理由で８
haの解除を行った。この結果、平成１６年度末
現在の保安林面積は１１２，０７５haとなっている。
一方、機能が低下したり、自然災害等により
破壊された保安林については、治山事業を実施
し、森林の保全を図った。

４ 林地開発許可

林地開発許可制度は、保安林以外の森林につ
いても災害の防止と適切な利用を確保するため、
１haを超える森林の開発について知事の許可
制としている。平成１６年度は、新規４件、変更
１件の許可を行った。

５ 県民の森

県民の森は、森林の持つ優れた自然性を活か
し、森林とのふれあいを通じて自然愛護と愛林
思想を養い、あわせて青少年の心身鍛練や自然
教育の場を提供している。
また、高齢者には緑に包まれた静かな憩いと
安らぎの場となり、広く県民の保健休養、体力
の向上、自然や史跡の探勝、野生動物とのふれ
あいなど、健全な森林レクリエーションの場を
提供するとともに、林業振興の啓発を図りなが
ら、森林の持つ機能を多面的に発揮させるため
の施設設備に努めている。
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６ 森林環境税の税収の有効利用

森林をすべての県民で守り育てる意識を醸成
するとともに、人工林や里山など荒廃が進む本
県森林の健全整備を目的として、平成１８年度か
ら森林環境税を導入することとしている。
森林環境税は、県民中心、県民参画を理念と

し、「県民意識の醸成」、「環境を守り災害を
防ぐ森林づくり」、「持続的経営が可能な森林
づくり」及び「遊び学ぶ森林づくり」の４つを
施策の柱に据え、地域が考え地域が実践する
様々な取組を支援していくこととしている。
平成１７年度は、公募による県民の事業提案等

を反映しつつ、「県民総参加の森林づくり県民
会議」及び県下４ブロックの「森林づくり流域
協議会」によって県民主導の「新たな森林づく
り行動計画」が森林環境税の活用策としてまと
められた。
平成１８年度は、これに基づき、森林に関する

情報発信、森林ボランティア活動の支援をはじ
め、災害が懸念される間伐放置林や再造林放棄
地の整備、或いは竹の侵入などで荒廃する里山
林の整備ほか木材や竹材の活用促進や子どもた
ちが遊べる森林の整備などを進めることとして
いる。

第５項 水辺の保全

１ 河川環境の保全

近年、河川流域内の都市化の進展に伴い河川
環境についても著しく変化し、地域住民の水辺
環境の保全に対する関心が高まるとともに、地
域の実状に応じた河川整備が望まれている。

このため、洪水の氾濫等の災害に強い川づく
りに加えて、周辺の自然環境や生態系に配慮し
た多自然型川づくりに取り組むなど河川環境の
保全に努めている。

２ 砂防事業の環境保全対策

砂防事業を実施している地域には、自然が豊
かで、景観に優れ、貴重な動植物の生息地とな
っているような箇所が多い。
このため砂防事業では、土砂災害を防止しつ
つ、残すべき良好な自然環境を保全するように、
地域の社会状況や自然特性に応じた環境対策を
行っており、次のような事業を実施している。

●（補助）【火山砂防事業】
現代の子供たちへ河川等が遊びの場、教育
の場として活用されるように、身近な水辺の
整備として、「水辺の楽校プロジェクト」を
蕗川（豊後高田市）で実施した。

３ 海岸環境の保全

海岸整備は、津波や高潮から海岸背後の人命
・資産を守る目的の他、近年は自然環境の変化、
海岸保全への意識の高まり、海洋レクリエーシ
ョン需要の高まりを背景に、環境・利用の視点
に立った整備が求められている。
このため、防護・環境・利用の調和のとれた
海岸整備を地域と連携を図りながら行っており、
平成１７年度は別府港海岸、武蔵港海岸、櫛来港
海岸において事業を実施している。
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第２節 温泉の保護と利用

第１項 温泉の資源保護

１ 温泉の現況

� 大分県の温泉の現況
本県は平成１７年３月末現在２３市町村におい
て温泉がゆう出しており、平成１６年３月末に
おける源泉総数は４，９７４孔、ゆう出量は
２６７，４３４�／分であり、ともに全国第１位で
ある。
温泉の多い市町村としては別府市、湯布院

町、九重町、大分市等が挙げられ、特に別府
市は単独の温泉地としては源泉数、ゆう出量
ともに全国第１位を誇っている。
全国及び大分県の状況は、次の表のとおり

である。

〈全国の状況〉
�源泉数の上位５都道府県 （平成１５年度）

�湧出量の上位５都道府県 （平成１５年度）

〈大分県の状況〉
�源泉数の上位５市町村 （平成１６年度）

�湧出量の上位５市町村 （平成１６年度）

� 温泉の多目的利用
本県の温泉は、古くから浴用を中心に、疾
病等の治療手段や観光資源として利用されて
きたが、近年では、クリーンエネルギーとし
ても注目されており、温泉熱を利用した暖房、
施設園芸、養魚、地熱発電等の産業面にも幅
広く利用されるようになった。
特に、地熱発電については利用が進んでお
り、日本の総出力約５３万ＫＷのおよそ２８パー
セントにあたる約１５万ＫＷの発電が行われて
おり、全国一となっている。

２ 温泉の行政処分状況

� 温泉掘さく等の許可
温泉の掘さく等の行為に際しては、温泉法
に基づく許可申請を行い知事の許可を受けな
ければならない。
大分県では学識経験者、関係行政機関の代
表者等で構成される「大分県自然環境保全審
議会温泉部会」（年４回開催）に温泉掘さく等
の許可申請を諮り、その答申に基づき許可等
の行政処分を行っている。
本県における温泉掘さく等の許可件数は、
次の表のとおりである。

�温泉掘さく等許可状況（件）源 泉 数
別 府 市 ２，９０９孔
湯 布 院 町 ９０４
九 重 町 ３９７
大 分 市 ２２３
日 田 市 １５７

ゆ う 出 量
別 府 市 ９５，３５４�／分
九 重 町 ６０，２８２
湯 布 院 町 ４５，３１１
大 分 市 １７，９２３
日 田 市 １３，３６７

年度／区分 掘さく 増掘 動力 計
平成１１年度 ８４ ３ ４９ １３６
平成１２年度 ７５ ４ ５７ １３６
平成１３年度 ７７ １ ３７ １１５
平成１４年度 ６１ ２ ４７ １１０
平成１５年度 ７５ ３ ３１ １０９
平成１６年度 ９６ ３ ５８ １５７

ゆ う 出 量
大 分 県 ２６７，４３４�／分
北 海 道 ２６１，８２２
鹿 児 島 県 ２００，８０４
熊 本 県 １４９，５９５
青 森 県 １４９，０８０

源 泉 数
大 分 県 ４，９７４孔
鹿 児 島 県 ２，８１３
静 岡 県 ２，２７３
北 海 道 ２，２６３
熊 本 県 １，３９２
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また、温泉を公共の浴用又は飲用に供しよ
うとする場合についても、知事（平成９年度
からは、大分市にあっては、大分市長。）の許
可を必要とするが、平成１６年度は、浴用１６２
件、飲用９件の合計１７１件の許可を行った。

� 温泉利用状況調査
温泉の公共利用許可を受けた者は、温泉法

第１３条の規定により温泉の成分等について施
設内に掲示しなければならないこととなって
おり、温泉の適正な利用を図るため、温泉法
第１７条に基づき各保健所等の職員を温泉監視
員として管内の施設を対象に立入検査を実施
し、所要の指導を行っている。

� 温泉掘さく等の許可の取消し
温泉の掘さくには許可が必要であるが、許

可を受けた以上は、速やかに工事を実施して
温泉をゆう出せしめ、それぞれの許可申請の
目的にしたがってその利用の具体化をするこ
とが望ましい。
そのため温泉法第５条には許可を受けた者

が、許可の日から一年以内に工事に着手せず、
又は着手後一年以上その工事を中止したとき
は、都道府県知事は、その許可を取り消すこ
とができると定められている。
本県においても平成元年から２年にかけて、

いわゆる「バブルの時代」においては、掘さ
くの許可申請が増加したが、バブル経済の崩
壊に伴い、許可を受けたまま長期間工事に着
手しない事例が数多くみられるようになった。
そのため、大分県では平成６年に「大分県

温泉掘さく等許可取消事務処理要綱」を制定
し、許可後２年を経過した者を対象に公開聴
聞を行い、特に掘さくをしていないことにつ
いて理由のない者に対しては許可を取り消す
こととした。
平成１６年度は、公開聴聞の手続き及び許可
取消はなかった。

３ 温泉資源の保護と適正な利用

� 温泉資源の保護
現在、大分県自然環境保全審議会温泉部会

では審議基準を設定し、既存泉から一定の距
離での掘さくを規制し、また別府市、湯布院
町の一部地域では、新規掘さくを禁止するな
どして温泉資源の保護に努めている。
しかし、近年、掘削技術の進歩等により、

いままで温泉が湧出していなかった地域でも
温泉の掘さくが行われるようになるとともに、
古くからの温泉地やその周辺地域では温泉の

衰退化傾向がみられるところもでてきた。
温泉は有限な地下資源の一つであり、温泉
利用がこのまま増大していけば、今後の利用
に支障を生じることが憂慮され、未然に防止
施策を講じる必要がある。
そのため、県では平成５年度から温泉地保
全対策事業として、各温泉地の温泉ゆう出メ
カニズムの現況と推移を正確に把握・解析す
る科学的調査を実施し、温泉地の保全対策の
ための基礎資料を得ることとし、その調査結
果に基づき保全対策を検討している。
平成５～６年度に湯布院町湯平温泉、平成
７～８年度に直入町長湯温泉、平成９～１０年
度に宝泉寺温泉をはじめとする九重町南山田
地区の調査を実施し、さらに平成１１～１２年度
には天瀬町の天ヶ瀬温泉地周辺の調査を行っ
た。
これらの調査結果に基づき、大分県自然環
境保全審議会温泉部会では各温泉地における
保全対策を検討しており、平成９年７月から
湯平温泉の一部を保護地域に、平成１０年７月
から長湯温泉を保護地域に、平成１３年１月か
らは宝泉寺温泉を保護地域にそれぞれ指定し、
温泉部会の審議基準を改正するなどして温泉
資源の保護に努めている。
また、平成１３年度から１４年度にかけて「天
ヶ瀬温泉保護対策検討委員会」を設置して、
天ヶ瀬温泉の具体的な保護対策について検討
を行い、平成１５年６月に保護地域に指定した。
さらに、平成１３年度からは、これら４地域
を含む１市４町の９地域について、水位、泉
温、湧出量等を定期的にモニタリングして温
泉資源の現状を把握するとともに、これまで
に実施してきた保護対策の効果を見守る目的
で、温泉資源保護調査事業を開始した。この
事業では、水位等の測定に関して地元市町村
の協力を得るとともに、学識経験者等で構成
する大分県温泉監視調査委員会を設置して、
調査結果の解析、検討を行っている。

第２項 多目的利用と温泉地づくり

近年の都市化の進展、余暇時間の増大等を背景
として、自然とのふれあいを求める声が高まって
おり、自然環境を積極的に活用した温泉地の育成
が課題となっている。
特に、国民保養温泉地は、温泉の有する保養機
能に加え、豊かな自然環境に恵まれていることか
ら、温泉の保健的利用と自然とのふれあいの各種
公共施設の整備が求められている。
このため、昭和６０年に国民保養温泉地の指定を
受けた鉄輪・明礬・柴石温泉のうち、特に自然環
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境に恵まれた柴石温泉について、国の「ふれあい
・やすらぎ温泉地」の選定を受け、平成６年度か
ら３か年計画で、渓流と温泉、自然環境に恵まれ
た健康保養の地として、自然ふれあい温泉館、露
天風呂などの施設整備を図った。
大分県の温泉は日本一の源泉数を誇っているが、

個人による利用が極めて多く、乱掘等による衰退
化を防止するために、温泉の集中管理等の温泉の
適正な利用を推進する必要がある。このため、２１
世紀の温泉利用に向け、長期的視野に立った温泉
の保護とその利用の適正を図る目的で、平成１２年
度に本県温泉行政の指針となる温泉管理基本計画
を策定した。
また、全国で温泉の偽装表示等が社会問題化し

たことを受け、平成１６年２月に温泉法施行規則が
改正され、温泉利用施設において新たに加水、加
温、循環装置の使用、入浴剤添加、消毒処理など
を行っている場合は、その旨とその理由の掲示が
必要となり周知徹底に努めた。さらに県内各温泉
地では、主体的に利用者に分かりやすい温泉表示
の取組が進められている。

１ 温泉に関する調査研究

� 大分県温泉調査研究会
「大分県温泉調査研究会」（事務局：観光・

地域振興局内）は、学識経験者、県及び温泉
がゆう出している市町村等を会員として構成
されているもので、昭和２４年の発会以来、継
続して県内の温泉のゆう出メカニズムや、温
泉が心身に与える影響などを地球物理学、地
質学、医学等の科学的調査に基づき研究して
いる。

平成１６年度は、次の１１テーマについての調
査研究を行った。

○別府浜脇地区ボーリングコア解析
○姫島火山群の地球化学的研究
○温泉地における空気イオン測定（２）
○全岩微量元素組成を用いた由布岳・鶴見岳
におけるマグマ生成の解明
○別府地域の熱源となっているマグマの供給
機構を探る
○温泉権紛争（第４回 完稿＝補稿）
○皮膚病に効能のある温泉と湧水のＯＲＰを
指標とした研究
○慢性心不全患者の初期免疫に対する温泉浴
の効果について
○慢性関節リウマチ患者の温泉浴による免疫
学的変化（Ⅳ）
○ＶＬＴ－ＭＴ法を用いた由布岳の比抵抗調
査
○鍋山・明礬地域における地熱貯留層の定量
的理解に向けた岩石ゼータ電位測定

なお、平成１５年度の調査研究の成果については、
同会報告第５５号（平成１６年７月発行）及び研究発
表会（平成１６年８月６日開催）で報告された。

� 大分県温泉調査報告
大分県内における温泉分析の登録検査機関
である「大分県衛生環境研究センター」、
「（社）大分県薬剤師会」、「㈱エスビーシー
テクノ九州」及び「㈱住化分析センター大分
事業所」が行った県内の温泉の分析結果につ
いて、平成１５年度分をとりまとめて「大分県
温泉調査報告第５５号」として発行している。
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第３節 自然とのふれあいの推進と適正な利用

１ 自然公園指導員

近年、自然とのふれあいを求め、自然公園を利
用する人が増加する中で、優れた自然環境の適正
な保全を図っていくためには、法令による規制の
ほか、県民一人ひとりの自然に対する正しい理解
と深い関心を養うことが重要である。そのため、
本県では、県内の自然公園に環境省及び県の委嘱
による１１６名の自然公園指導員を配置し、利用者
に対して自然公園の適正な利用や事故の予防等を
指導している。
平成１７年１０月２１日に県委嘱及び国委嘱の自然公
園指導員を対象として、環境省と合同で研修会を
実施した。

２ 普及啓発活動の推進

近年、森や海をフィールドとした野外活動が盛
んであるが、これらの中には自然を傷つけ自然保
護に逆行する活動も多い。ボランテイア団体やＮ
ＰＯ等が行う自然観察会等が自然に配慮したもの
となるよう、指導者が学ぶ場を提供すると共に、
自然保護活動者同士のネットワークをつくり、よ
り活発な活動を促進するため平成１６年度は以下の
事業を実施した。

� 自然ふれあい活動リーダー研修会
自然体験活動の指導者に対し、自然保護思

想や自然保護に基づく指導の方法などについ

ての研修会を、大分県自然観察連絡協議会に
委託して年４回実施した。 対象者：３０名

� 自然保護のネットワークづくり
自然保護活動を行う指導者やＮＰＯ相互の
ネットワークをつくり、情報交換協力体制づ
くりに役立てる。このため、自然保護活動を
行うＮＰＯ及び指導者が一堂に会した「おお
いた自然保護のつどい」（ワークショップ型）
を１０月３０日～３１日に湯布院町で開催した。

� 自然観察指導員養成講習会
自然保護の基本的な考え方や自然観察の方
法を学び、地域に根ざした自然保護教育を身
近なところから実践するリーダーを養成する
ことを目的として、（財）日本自然保護協会と
共催で「第３４７回ＮＡＣＳ－Ｊ自然観察指導
員講習会・大分」を７月２３日～２５日に大分市
霊山青年の家で開催した。

� 自然公園美化活動
「環境月間」中（６月１日～３０日）の各種
行事の一環として、くじゅう山開き（６月第
１日曜日）に合わせて、関係市町村にごみ袋
を配布するなどして自然公園内の美化を呼び
かけた。
平成１７年度は８月７日（８月第１日曜日）
を自然公園クリーンデーとして、自然公園内
の美化に関する普及啓発活動に努めた。

豊かな自然との共生と快適な地域環境の創造

36 大分県環境白書



第４節 快適な地域環境の保全と創造

第１項 ゆとりある生活空間の保全と創造

１ 都市環境の整備

近年の都市を取り巻く社会情勢の変化や、住
民の生活環境に対する関心の高まりなどを背景
に、安全・安心なまちづくりをはじめ、誰もが
住みやすい居住環境の創造、魅力ある快適な都
市空間の創出が求められている。このため、本
県では、安全、快適で機能的な都市空間の創造
を目的として、次のような事業を実施している。

� 街路事業
自動車、自転車、歩行者の安全で円滑な交

通の確保だけでなく、電線類の地中化、幅の
広い歩道の整備や植樹帯等の緑化による良好
な都市環境の創出を目的として整備を進めて
いる。

� 共生のまち整備事業
高齢者、障害者、児童などすべての県民が

自立していきいきと生活し、社会、経済、文
化その他のあらゆる分野の活動に参加して、
人と人との交流が深まる共生社会を実現する
ため、社会活動への参加を妨げる行動面での
障害を取り除くことを目的に、県の設置又は
管理する既存の公共施設のバリアフリー化を
進めている。具体的には、①歩道段差等の改
良②県有施設（建物、公園等）での多機能ト
イレ・スロープ設置などの改修、③交通環境
（視覚障害者用音響信号機等の整備を進めて
いる。

２ 都市公園の整備

� 都市公園等の現況
都市における緑とオープンスペースを確保
することにより、「都市の防災性の向上」、
「ヒートアイランド現象の緩和等環境問題へ
の対応」、「観光振興等地域の活性化」等に
寄与する都市公園は、快適で安全な生活を実
現する上で必要不可欠な都市施設である。
本県の都市公園の整備状況は、表２－１－
４－１のとおりである。

� 都市公園等の整備計画
緑豊かな潤いある都市の形成を一層促進す
るため、重点的、効果的かつ効率的に事業を
進めていく。
平成１６年度の事業概要（補助事業）は次の
とおりである。

都市名 事業主体 箇所数 箇 所 名
大 分 市 県 １ 大分スポーツ公園
大 分 市 市 ２ 田ノ浦公園、堂園公園
別 府 市 市 ３ 実相寺中央公園、鉄輪地獄地帯公園、仲良公園
中 津 市 市 １ 米山公園
日 田 市 市 １ 亀山公園
佐 伯 市 市 １ 佐伯市総合運動公園
臼 杵 市 市 １ 臼杵市総合公園
竹 田 市 市 １ 竹田市総合運動公園
杵 築 市 市 １ 杵築市総合公園
日 出 町 町 ２ 糸ヶ浜海浜公園、豊岡公園
計（８市１町） １４箇所
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公園種別

都市名

住 区 基 幹 公 園 都 市 基 幹 公 園 特 殊 公 園

街区公園 近隣公園 地区公園 総合公園 運動公園 風致公園 動植物園 歴史公園

箇所 面積 箇所 面積 箇所 面積 箇所 面積 箇所 面積 箇所 面積 箇所 面積 箇所 面積

大 分 市 ４４５ ９２．９０ １９ ３５．０４ ４ ２０．４８ ８ ６７．８９ ３ ２９．０４ ３ ６．７４ １ ８．５８ １ ０．０５

別 府 市 １０９ ９．５７ ７ ８．２６ １ ６．３８ ２ ３８．１４ １ １２．２８ １ ３．９８ － － － －

中 津 市 １２ ３．２７ ４ ５．７９ － － ２ ２０．３８ － － － － － － ２ １．０６

日 田 市 ２０ ４．１１ ２ ２．７８ ３ ９．６１ ２ ２３．７７ － － ３ ３．９３ － － － －

佐 伯 市 １６ ４．１２ － － － － １ ６．７０ １ ２４．３３ － － － － １ ４４．３６

臼 杵 市 ２ ０．２８ － － － － ３ １９．５５ － － － － － － － －

津 久 見 市 ２０ ２．７５ ２ ２．００ ２ ９．２０ － － － － － － － － － －

竹 田 市 １ ０．３９ ３ ４．９０ － － － － １ ８．７３ － － － － － －

豊後高田市 ６ １．４７ １ ２．１０ １ ８．４０ － － － － － － － － － －

杵 築 市 １ ０．２８ １ ２．５０ － － － － － － １ ５．１７ － － － －

宇 佐 市 ７ ２．０２ １ １．１４ ２ １２．２９ － － － － － － － － － －

豊後大野市 ４ １．３６ － － － － １ １０．４６ － － － － － － － －

国 東 町 ４ １．２５ － － － － － － － － － － － － １ ４．３１

日 出 町 ９ ２．２８ １ １．００ ２ ６．６０ １ ２．４７ － － － － － － － －

挾 間 町 ２ ０．５０ － － １ ５．８９ － － － － － － － － － －

湯 布 院 町 ６ ０．８５ － － － － － － － － － － － － － －

玖 珠 町 － － － － － － １ ４．００ － － － － － － － －

都市公園計 ６６４１２７．４０ ４１ ６５．５１ １６ ７８．８５ ２１１９３．３６ ６ ７４．３８ ８ １９．８２ １ ８．５８ ５ ４９．７８

特定地区公園（カントリーパーク）

日田市（天瀬町） １ ６．７０

佐伯市（弥生町） １ ４．８３

宇佐市（院内町） １ １３．００

豊後大野市（緒方町） １ １８．１０

国 見 町 １ ７．６０

庄 内 町 １ ９．８８

直 入 町 １ ６．２０

小計（カントリーパーク） ７ ６６．３１

大 分 県 計 ６６４１２７．４０ ４１ ６５．５１ ２３１４５．１６ ２１１９３．３６ ６ ７４．３８ ８ １９．８２ １ ８．５８ ５ ４９．７８

表２－１－４－１ 大分県の都市公園現況
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大 規 模 公 園
緩衝緑地 都市緑地 広場公園 緑 道 都市公園

合 計
都計内
人 口
（千人）

１人当
面 積
（㎡）

墓 園 広域公園 レクリエーション都市

箇所 面積 箇所 面積 箇所 面積 箇所 面積 箇所 面積 箇所 面積 箇所 面積 箇所 面積

－ － １１４７．９７ － － ４１１０．２０ １１３ ８３．７５ １ １．１３ １３ １４．９４ ６１６ ６１８．７１ ４５１ １３．７２

－ － － － － － １ ０．９４ － － － － ２ １．６６ １２４ ８１．２１ １２２ ６．６６

－ － － － － － － － １ １．１５ － － － － ２１ ３１．６５ ６８ ４．６５

－ － － － － － － － － － － － － － ３０ ４４．２０ ５４ ８．１９

－ － － － － － － － １２ １．４６ － － ２ ２．７４ ３３ ８３．７１ ４１ ２０．４２

－ － － － － － － － － － － － － － ５ １９．８３ ３０ ６．６１

－ － － － － － － － － － － － － － ２４ １３．９５ １８ ７．７５

－ － － － － － － － － － － － － － ５ １４．０２ ９ １５．５８

－ － － － － － － － － － － － － － ８ １１．９７ １６ ７．４８

－ － － － － － － － － － － － － － ３ ７．９５ ２１ ３．７９

－ － － － － － － － － － － － － － １０ １５．４５ ４７ ３．２９

－ － － － － － － － － － － － － － ５ １１．８２ １３ ９．０９

－ － － － － － － － － － － － － － ５ ５．５６ ５ １１．１２

－ － １ ３１．４０ － － － － － － － － － － １４ ４３．７５ ２７ １６．２０

－ － － － － － － － － － － － － － ３ ６．３９ １３ ４．９２

－ － － － － － － － － － － － － － ６ ０．８５ １０ ０．８５

－ － － － － － － － － － － － － － １ ４．００ １０ ４．００

０ ０．００ ２１７９．３７ ０ ０ ５１１１．１４ １２６ ８６．３６ １ １．１３ １７ １９．３４ ９１３１，０１５．０２ ９５５ １０．６３

１ ６．７０ ７ ９．５７

１ ４．８３ ７ ６．９０

１ １３．００ ５ ２６．００

１ １８．１０ ６ ３０．１７

１ ７．６０ ６ １２．６７

１ ９．８８ １０ ９．８８

１ ６．２０ ３ ２０．６７

７ ６６．３１ ４４ １５．０７

０ ０．００ ２１７９．３７ ０ ０ ５１１１．１４ １２６ ８６．３６ １ １．１３ １７ １９．３４ ９２０１，０８１．３３ ９９９ １０．８２

面積単位：ha １人当面積：㎡［各小数点以下２桁表示］（平成１７年３月３１日現在）
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� 「おおいたおすすめ和み空間」の選定
「ごみゼロおおいた作戦」の一環として、

平成１７年度特別枠予算で「おおいたおすすめ
和み空間保全事業」を実施している。
大分県は、美しい海や川、美味しい空気や

水、緑豊かな山々と自然環境に大変恵まれて
いる。しかし、過疎化の進行や核家族化など
生活形態の変化に伴い、県民が自然環境にふ
れあう機会も少なくなり、県民の環境保全意
識が希薄となることが懸念される。
そこで、地域住民が子供の頃から身近に親

しみ馴染んできた心和む自然環境で、次の世
代へと守り継ぐべき共有の財産として環境保
全に取り組むグループ「エコ・キーパー」に
よって保全されいる空間を「おおいたおすす
め和み空間」として募集し、合併前の旧５８市
町村からそれぞれ一か所以上、計８７カ所を選
定した。
８７カ所の「おおいたおすすめ和み空間」に
は、春や秋の遠足、夏休みの体験学習などに
適したところが多数あり、大分県庁のホーム
ページなどで自然環境の素晴らしさ、エコキ
ーパーの活動状況などを広く県民に紹介する
ことにより、環境保全意識が一層高まるとと
もに、「おおいたおすすめ和み空間」を通し
た合併後の周辺部と中心部、さらに、都市部
との交流が促進され、地域の活性化に繋がる
ことが期待されている。

第２項 美しい景観の形成

１ 都市計画の状況

都市計画法では、健康で文化的、機能的な都
市生活を確保すると共に、土地の合理的な利用
を図るため、一体の都市として総合的に整備、
開発及び保全する必要がある区域を都市計画区
域として都道府県知事が指定することになって
いる。平成１７年３月３１日現在、本県において１２
市５町、面積約１０６千haの区域を都市計画とし
て定めている。

２ 市街地開発事業

市街地開発事業は、一定の地域について、総
合的な計画に基づく宅地又は建築物の整備を公
共施設等の整備と併せて行う面的な開発事業で
ある。
土地区画整理事業は、その市街地開発事業の

代表的事業であり、土地の区画形質の整形と公
共施設の整備を一体的に行うことにより良好な
宅地を造成し、健全な市街地として全体の土地

利用の増進を図るものである。
本県の土地区画整理事業の実施地区は平成１６
年度末で５６地区、面積２，９４５ha、実施済４６地区、
面積２，４７５ha、実施中１０地区、面積４７０haであ
る。また、人口集中の著しい市街地の周辺地域
において、居住環境の優れた住宅地を供給する
ことを目的とした新住宅市街地開発事業や、市
街地の土地の高度利用と都市機能の更新をはか
ることを目的とした市街地開発事業が行われて
きた。

第３項 身近な緑の保全と創造

１ 環境緑化の推進

みどりは、多様な生命を育み、美しい景観の
形成、県土の保全、水資源のかん養、レクリエ
ーション・保健休養の場の提供など私たちの生
活に欠かすことのできない重要な役割を果たし
ている。このみどりを県民共通の財産として次
世代に引き継いでいかなければならない。この
ため、大分県環境緑化条例に基づき緑化基本計
画を策定し、みどりの保全・造成、みどりの利
用、県民総参加のみどりづくりを基本施策とし
て、県民一体となった“みどり豊かな住みよい
県土づくり”を推進している。

� 緑地の保全

ア 樹林、樹木の保全
鎮守の森など貴重な森林や昔から地域住
民に慣れ親しまれてきた老樹、名木を特別
保護樹林、特別保護樹木に指定し、その保
護保全を図っている。
現在、県内で特別保護樹林は２０カ所、特

別保護樹木は６０本であり、表２－１－４－
３ａのとおりである。

イ 緑地の保全
市街地及びその周辺地域の自然・緑地を
乱開発等から守るため、県緑化地域に指定
し、開発の届出を義務づけ緑化基準による
計画的な緑化を指導している。またそれ以
外の地域では、大規模開発の届出義務によ
り自然環境と調和のとれた緑地の保全を図
っている。
県緑化地域の指定状況は表２－１－４－
３ｂのとおりである。
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� 緑地の造成

ア 公共施設
都市及びその周辺地域にオープンスペー

スをもつ公共施設は住民の憩いの場やコミ
ュニケーションの場となるため、積極的な
緑化を行い、みどり豊かな公共施設の整備
を推進している。

イ 住宅地、工場、事業所等
住宅地における緑化の推進を図るため緑

化木の配布や緑化のＰＲに努めている。ま
た工場や事業所の緑化は従業員の快適な職
場環境を形成するだけでなく、地域住民に
とっても騒音やほこりの抑制等重要な役割
をもっていることから、積極的に緑化に努
めるよう目標とすべき緑化率を定めている。

� 緑化思想の高揚
環境緑化を推進するために、緑化に対して

の県民理解や意識醸成に取り組んでいる。

ア 環境緑化推進運動
３月と１０月の強化月間や４月２９日のみど

りの日を最終日とするみどりの週間に、環
境緑化木の配布や緑の募金街頭キャンペー
ン、県内各地での緑化行事の実施を行って
いる。

イ 緑化教育の推進
みどりの少年団活動の支援や学校林を活
用した体験教育、緑化相談窓口の開設、緑
化技術の指導等を実施している。

� 緑化推進体制の整備
（社）大分県緑化推進センター及び市町村等
と連携を図りながら、県民総参加によるみど
り豊かな住みよい県土づくりを目指し、その
推進体制の整備を図っている。

名 称 所 在 所 有 樹林の状況（主樹種） 指定年月日
熊 野 権 現 の 森 豊後高田市平野 熊野社 スギ，ウラジロ，カシ，ケヤキ，モチノキ Ｓ４９．３．１５
朝 見 神 社 の 森 別府市朝見 朝見神社 スギ，カシ，クス，バクチノキ Ｓ４９．３．１５
観 海 寺 の 森 別府市南立石観海寺 佐藤保雄 コジイ Ｓ４９．３．１５
火男火売神社の森 別府市鶴見 火男火売神社 スギ，イチイガシ Ｓ４９．３．１５
柞 原 八 幡 宮 の 森 大分市大字上八幡 柞原八幡宮 スギ，ヒノキ，クス，モミジ Ｓ４９．３．１５
小野鶴八幡社の森 大分市大字小野鶴 小野鶴八幡社 スギ，イチョウ，モミ Ｓ４９．３．１５
春 日 神 社 の 森 大分市大字勢家町 春日神社 クス，ケヤキ，エノキ，イヌマキ，ムクノキ Ｓ４９．３．１６
西 寒 多 神 社 の 森 大分市大字寒田 西寒多神社 ヒノキ，スギ，イチイガシ，オガタマノキ Ｓ４９．３．１５
日 吉 神 社 の 森 大分市大字木田 日吉神社 ヒノキ，スギ，クス，モミ，カシ，シイ，ハゼ Ｓ４９．３．１５
鷹 松 神 社 の 森 大分市大字高松 鷹松神社 クス，イチョウ，マキ Ｓ５１．３．９
若 宮 八 幡 の 森 佐伯市大字鶴望 若宮八幡宮 スギ，クス，ツガ，シイ Ｓ４９．３．１５
堅 田 八 幡 社 の 森 佐伯市大字長谷 堅田八幡社 シイ，カシ Ｓ５０．１．７
八 坂 神 社 の 森 佐伯市弥生大字江良 八坂神社 ハナガガシ，スギ，ヒノキ，マツ Ｓ５１．３．９
健 男 社 の 森 豊後大野市緒方町上畑 健男社 スギ，ヒノキ，マツ Ｓ５０．１．７
キンメイモウソウチクの森 臼杵市野津町大字王子 西山順一 キンメイモウソウチク Ｓ５１．７．２０
城 原 神 社 の 森 竹田市大字米納 城原神社 スギ，イチョウ，モミジ，ケヤキ，クス，ヒノキ Ｓ４９．３．１５
宮園鎮座津江神社の森 日田市中津江村合瀬 津江神社 スギ Ｓ５０．１．７
浦津江神社大杉の森 日田市上津江町川原 津江神社 スギ Ｓ５１．３．９
法華寺のツバキ林 中津市大字福島 法華寺 ヤブツバキ Ｓ５０．１．７
雲 八 幡 神 社 の 森 中津市耶馬渓町大字宮園 雲八幡神社 スギ Ｈ１０．３．２０

計 ２０か所

表２－１－４－３ａ 特別保護樹林・保護樹木の指定状況
� 特別保護樹林 （平成１７年１０月１日現在）
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樹 木 名 所 在 地 所 有 者 胸高又は根元周囲（㎝） 樹高（�） 樹齢 指定年月日
クスノキ 豊後高田市新栄 算所区 ７６０ ２３ ５００ Ｓ４９．３．１５
フェニックス 豊後高田市呉崎 豊後高田市 ２００ １２ ６３ Ｓ５０．１．７
イスノキ 杵築市大田白木原 白木神社 ４００ ２０ ６００ Ｓ５０．１．７
カキ 豊後高田市黒土 富山寿満 １７０ １６ ２３０ Ｓ５０．１．７
イチイガシ 国見町大字赤根一円坊 赤根社 ２９０ ２２ ３００ Ｓ５１．３．９
ケヤキ 国東町大字大恩寺 文殊仙寺 ５６５ ３０ １，０００ Ｓ４９．３．１５
クスノキ 武蔵町大字三井寺 椿八幡神社 ７９０ ２２ ９５０ Ｓ４９．３．１５
イチョウ 別府市大字内成 大野秀永 ５６０ ３０ １，０００ Ｓ４９．３．１５
ツバキ 別府市大字東山 佐藤 悟 １００ ３ ２００ Ｓ４９．３．１５
シダレザクラ 別府市大字東山 安楽寺 １２６ １０ ８０ Ｓ４９．３．１５
ウスギモクセイ 別府市大字鉄輪 安波利一 １８２ １０ ２００ Ｓ４９．３．１５
クスノキ 大分市大字下戸次 楠木生八幡社 １，０８０ ４０ １，０００ Ｓ４９．３．１５
イチョウ 大分市大字広内 円通寺 ７５０ ２２ １，３８０ Ｓ４９．３．１５
イヌマキ 大分市大字鶴崎 剣八幡宮 ２２０ １１ ４００ Ｓ４９．３．１５
ホルトノキ 大分市大字八幡 柞原八幡宮 ４８０ ２５ ４３０ Ｓ４９．３．１５
カゴノキ 大分市大字廻栖野 立川幸人 根元 ３５０ １３ ２００ Ｓ５３．３．２２
タブノキ 大分市大字佐野 白石 昭 ５００ ２５ ３５０ Ｓ６１．４．１１
クスノキ 大分市大字久土 久土神社 ４００ ２０ ６００ Ｈ元．１０．３
トチノキ 大分市大字今市 高岩神社 ６４１ ３６ １，２００ Ｓ４９．３．１５
ムクノキ 由布市挾間町鬼崎同尻 馬見塚義人 ５７０ ２４ ３００ Ｓ５０．１．７
クスノキ 臼杵市大字井村 三島神社 ７２０ ２５ ６００ Ｓ５０．１．７
アコウ 津久見市大字網代 赤崎神社 ３６０ １２ ５００ Ｓ４９．３．１５
ウバメガシ 津久見市大字中央町 宮本地区 ２２０ ９ ４００ Ｓ４９．３．１５
タブノキ 津久見市大字津久見 谷川天満社 ６００ ２０ ３５０ Ｈ１４．１．８
クスノキ 佐伯市船頭町 大分県 ６２０ １８ ５６０ Ｓ４９．３．１５
ビャクシン 佐伯市大字長良 真正寺 ３３０ １１ １，０００ Ｓ４９．３．１５
ミツウメ 佐伯市大字青山 高瀬清一 根元 １０３ ３ １８０ Ｓ５１．３．９
サザンカ 佐伯市弥生大字井崎 西還寺 １７５ １４ ３８０ Ｓ６１．４．１１
ナギ 佐伯市弥生大字床木 水無地区 ２０４ １６ ３９０ Ｓ６１．４．１１
イチイガシ 佐伯市宇目大字木浦内 神崎神社 ６００ ３０ ６００ Ｓ５０．１．７
ナギ 豊後大野市三重町上田原 御手洗神社 ６８０ １５ １，０００ Ｈ１４．１．８
ナツメ 臼杵市野津町大字野津市 原 高節 １８５ ８ ４００ Ｓ５０．１．７
ヤマモモ 臼杵市野津町大字八里合 正光寺 ３７０ １５ ４００ Ｓ５１．３．９
イチイガシ 豊後大野市清川町左右知 羽田野富士正 １，２００ ２０ １，０００ Ｓ４９．３．１５
ムクノキ 竹田市大字会々 竹田市 ４７０ ３０ ３５０ Ｓ５１．３．９
イチョウ 竹田市荻町新藤 荻神社 ９２０ ３５ ３００ Ｓ４９．３．１５
ツクバネガシ 竹田市久住町大字久住 戸坂アヤメ ２１０ １１ ３００ Ｓ５１．３．９
イチイガシ 竹田市大字植木 六柱神社 ４８０ ２５ ２５０ Ｓ５３．３．２２
カヤ 九重町大字菅原 佐藤良作 根元 ６３０ ２０ １，２００ Ｓ４９．３．１５
イチョウ 玖珠町大字大田 長尾嘉人 １，１００ ２３ ９００ Ｓ４９．３．１５
マツ 日田市隈町２丁目 八坂神社 １８５ ５ ５００ Ｓ４９．３．１５
カイドウ 日田市大字鶴河内 梶原英司 １３０ ６．６ ２００ Ｓ５０．１．７
クスノキ 日田市大字西有田 大行寺八幡宮 ４４０ ２８ １，０６０ Ｓ５０．１．７
イチョウ 日田市天瀬町馬原 穴井登士太 ５３０ ３６ １，０００ Ｓ４９．３．１５
ムクノキ 日田市上津江町川原 伊藤光雄 １，０００ ２０ 不明 Ｈ元．１０．３
イチョウ 中津市大字金谷森の丁 貴船神社 ４２０ ３１ ２５０ Ｓ４９．３．１５
クス 中津市大字大貞 薦神社 １，３４０ ３６．５ １，０００ Ｓ４９．３．１５
スギ 中津市本耶馬渓町 羅漢寺 ６１０ ４０ ３８０ Ｓ５０．１．７
シダレザクラ 中津市耶馬渓町大字深耶馬 光円寺 ２６０ １０ ３５０ Ｈ１０．３．２０
スギ 中津市山国町 諏訪神社 ７３９ ５８ ５００ Ｓ５０．１．７
イヌマキ 宇佐市大字下麻生 宇佐市 ３５４ １７ ４００ Ｓ５０．１．７
クロガネモチ 宇佐市大字下高家 高家神社 ３４０ １５ ３５０ Ｓ５１．３．９
ソテツ 宇佐市大字上乙女 宇佐市 根元 ６００ ５ ５５４ Ｓ５３．３．２２
イチョウ 宇佐市院内町西椎屋 西椎屋神社 １，１２０ ３４ １，６００ Ｓ４９．３．１５
スギ（右） 宇佐市院内町斉藤 藤群神社 ５９０ ３１ ４００ Ｈ１４．１．８
スギ（左） 〃 〃 ６６０ ３２ 〃 〃
ツバキ 日田市大字高瀬 高瀬秋吉 ２０３ ９．５ ３５０ Ｈ１５．２．１８
クロマツ 宇佐市大字住江 貴船神社 ２８０ １１．５ ３００ Ｈ１５．４．２５
オンツツジ（北） 豊後大野市朝地町上尾塚 田部芳子 根元 １５０ ７ ２００ Ｈ１５．７．２９
オンツツジ（南） 〃 田部 勇 根元 １２２ ７ 〃 〃

計 ６０か所

� 特別保護樹木 （平成１７年１０月１日現在）
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第４項 身近な水辺の創造

１ 河川空間の整備

河川は古来より人間の生活に密接にかかわり
続け、その治水・利水機能の増進によって生活
領域や生産活動を拡大させ、文化や国土の形成
に大きな役割を果たしてきた。しかし近年、河
川流域内の都市化の進展に伴い河川環境が著し
く変化し、周辺環境と調和した憩いの場・安ら
ぎの場としての河川空間の整備が期待が高まっ
てきている。このため、身近にふれあえる水辺
を確保し、やすらぎを感じるうるおいのある水
辺空間の創造を目的として、以下のような事業
を展開している。

� 河川再生事業
大分市の中心地を流れる裏川において、市

民公園や文化施設等の周辺環境と調和を図り
景観に配慮した護岸や、利用面を考えた階段
や散策路等、憩いの空間として利用できる河
川として再生する事業を行っている。

� 里の川プロジェクト
河川をフィールドにした市民活動の気運の

高まりに伴い、河川で活動するＮＰＯや地域
住民と連携し、沿川住民が親しみやすく生態
系にも配慮した川づくりを行っている。

� 海岸環境整備事業
快適な海岸利用の空間をつくるため、安岐

海岸で海岸環境の整備を行っている。

２ 海岸における親水空間の確保

水際線の開放による親水空間・にぎわい空間
を創出するため、誰もが利用しやすく、海とふ
れあえる海岸を目指し、遊歩道や親水性の高い
護岸の整備を別府港海岸、武蔵港海岸、櫛来港
海岸において行っている。

３ 港湾における親水空間の確保

市民が利用できる空間及び動線の確保、自然
環境や既存施設と調和した良好な景観の形成を
目的に、市民、ＮＰＯと連携し、市民が利用し
やすく、目が行き届き、にぎわいのある港湾整
備を大分港、別府港、臼杵港、姫島港において
行っている。

４ 農村の環境保全対策

平成１３年度に土地改良法（昭和２４年法律第１９５
号）の改正がなされ、田園環境整備マスタープ
ランに基づく環境との調和に配慮した事業の推
進が定められた。
事業を実施する市町村では「環境創造区域」
（自然と共生する環境を創造する区域）と「環
境配慮区域」（工事の実施に当たり、環境に与え
る影響の緩和を図るなど環境に配慮する区域）
とに区分し、事業計画との整合を図るよう求め
ている。平成１７年度までに、２１市町村中１７市町
村において本マスタープランを作成している。
また、農村地域における環境の実態を把握す
るため、平成１３年度から「田んぼの生きもの調
査（水田周辺地域の生物調査）」を実施している。
１７年度までに全地方振興局において、７～８月

区 分 指定地域 指定面積 指定地域の範囲 指定年月日

別 府 地 域

明ばん鉄輪地域 １３０ha
別府市の明ばん、鉄輪温泉地帯背後の丘
陵山地の地域

Ｓ４９．３．１５

野 田 地 域 １５０
別府市の亀川地区背後の貴船城を中心と
した丘陵山地の地域

Ｓ４９．３．１５

海 岸 地 域 ３３０
東別府から亀川に至る国道１０号線より別
府湾ぞいの地域

Ｓ４９．３．１５

計 ６１０

佐 伯 地 域 佐 伯 中 部 地 域 ６２０
番匠川、中江川及び日豊本線に囲まれた
地域

Ｓ６２．４．７

合 計 ４ 地 域 １，２３０

表２－１－４－３ｂ 県緑化地域の指定状況 （平成１７年１０月１日現在）
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に水田周辺地域の用排水路に生息する魚類、蛙
の生息状況を調査し、毎年オイカワ、アブラハ
ヤ、ドンコ、アマガエル等の多様な水生生物が
確認された。
さらに、平成１４年度から「大分県水田生態工
学検討委員会」を設置し、地域環境の変化に対
し、生態系の保護（生きもの引越し大作戦）、
工事の工法、保全施設規模・配置等の検討を行
うため、竹田市の平田・竹田北部地区（経営体
育成基盤整備事業）で生態系配慮工法の実施モ
ニタリングを実施し、平成１７年度に実績を取り
まとめる。
農業の近代化を図るとともに、農村の生活環

境を整備し農村在住者の福祉の向上を図るため、
ほ場整備、農道、農業用水路などの農業生産基
盤の整備と併せて、集落道・水路・農村公園、
コミュニティ施設など生活環境基盤の整備を総
合的に行う事業を実施している。
その実施状況は次のとおりである。

①農村総合整備事業
農村総合整備モデル事業 ３地区（Ｈ８～）
集落環境整備事業 ３地区（Ｈ６～）
田園空間整備事業 １地区（Ｈ１３～）

②農村振興総合整備事業（県営）
３地区（Ｈ５～）

農村振興総合整備事業（団体営）
１地区（Ｈ１３～）

③中山間総合整備事業
中山間地域総合整備事業 ２６地区（Ｈ７～）
里地棚田保全整備事業 ３地区（Ｈ１４～）
農地環境整備事業 ２地区（Ｈ１０～）

第５項 農山漁村の持つ多面的な機能の維
持・再生

１ 農地の適切な管理・保全

本県では、耕地面積の７割が生産条件の不利
な中山間地域に位置していることから、中山間
地域等直接支払制度に積極的に取り組み、農地
の適切な管理・保全に努めている。
同制度は１７年度から第２期（１７～２１年度）に

入り、従来の農地等の保全管理に加え、将来に
向けた前向きな農業生産活動も求められており、
集落営農の組織化や担い手への農地の集積など
の取り組みを推進している。
また、豊後高田市小崎地区や中津市山国町奥

谷地区等では棚田のオーナー制度による消費者
との交流を通じて、棚田の保全に努めている。
さらに、農林水産研究センター畜産試験場で

は、耕作放棄地の解消・復旧のため、１７年度か
ら宇佐市安心院町松本集落及び豊後高田市蕗地

区において放牧経験牛の貸出しによる管理放牧
を通じた現地支援に取り組んでいる。

２ 森林の適切な管理・保全

近年、長引く林業不振や担い手の不足等によ
り、県下の森林は荒廃が進んでいる。森林は、
県民共有のかけがえのない財産であり、県民一
人ひとりが森林を守り育てる心をもち、進んで
森林づくり活動に参加する機運の醸成が求めら
れている。
このため、県民参加による「豊かな国の森づ
くり大会」を毎年開催するとともに、県民やＮ
ＰＯ、企業等による森林ボランティア活動等を
支援することにより、「県民総参加の森林づく
り運動」を推進している。
また、平成１８年度より導入する森林環境税を
活用し、間伐放棄林や再造林放棄地など荒廃人
工林の整備や竹の繁茂等で荒廃している里山林
の整備に新たに取り組むとともに、子どもたち
が遊び学べる身近な森林の整備を進めることと
している。

３ 美しく生産力のある沿岸環境づくり

本県では、内湾の漁場環境がビニール、空き
缶、木片などの堆積によって悪化しているため、
海底に堆積したそれらのゴミを取り除いて漁場
の保全・再生に努めている。
平成１７年度から３か年計画で別府湾、臼杵湾、
津久見湾の併せて１１，０００haの海域において堆
積物除去を行っている。

第６項 歴史的・文化的遺産の保存と活用

１ 文化財の保護

� 文化財の現況
文化財は、従来、有形文化財・無形文化財
・民俗文化財・記念物（史跡・名勝・天然記
念物）・伝統的建造物群・埋蔵文化財の６種
類に分かれていたが、平成１７年度に文化財保
護法の一部改正により新たに文化的景観が加
えられた。このうち、記念物及び文化的景観
は自然環境と密接な関わりを持つ。文化的景
観については現在県内に選定を受けた地域は
ないが、記念物についての指定状況は、表２
－１－４－６ａに示すとおりである。
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� 平成１６年度に実施した記念物に対する文化
財保護対策
平成１６年度の記念物に関する保護事業は、

調査・指定・保存修理・環境整備・土地公有
化があり、自然環境保全施策と密接な連携を
図りながら実施した。

ア 調査
特別天然記念物カモシカの通常調査（大

分県；生息状況・生息環境・食害状況等の
概況調査）を実施した。

イ 指定
国指定史跡として角牟礼城跡（玖珠町）

の指定及び同大友氏遺跡（前名称：大友氏
館跡）（大分市）の追加指定がなされた。

ウ 保存修理及び環境整備
国指定史跡宇佐神宮境内（宇佐市）、同

三浦梅園旧宅（安岐町）、同 岡城跡（竹

田市）、同 緒方宮迫東石仏・緒方宮迫西
石仏（豊後大野市）、同 咸宜園跡（日田
市）、同 ガランドヤ古墳（日田市）及び
岡藩主中川家墓所（竹田市）並びに県指定
史跡普光寺磨崖仏（豊後大野市）及び月桂
寺境内（臼杵市）の保存修理、環境整備等
を実施した。
また、台風による被害の復旧事業として、
国指定史跡宇佐神宮境内（宇佐市）及び安
国寺集落遺跡（国東町）並びに県指定史跡
月桂寺境内（臼杵市）、毛利空桑旧宅及び
塾跡（大分市）、峨眉山文殊仙寺（国東町）
及び千燈寺跡（国見町）の保存修理を実施
した。

エ 土地の公有化
国指定史跡法鏡寺廃寺跡（宇佐市）及び
大友氏館跡（大分市）の土地公有化を行っ
た。

分 類 国指定 県指定
貝塚・集落跡・古墳など １７ ３８
城跡など ３ ４
社寺跡・祭祀信仰遺跡など １１ ３１
教育・学術・文化施設など １ １
交通・治水・生産施設など ９
墳墓及び碑 ２ １１
旧宅など ３ １

計 ３７ ９５

分 類 国指定 県指定
公園・庭園 ４
峡谷・瀑布・渓流 ２
山岳・丘陵 １ ２

計 １ ８

分 類 国指定 県指定
動物（生息地を含む） ５ ６
植物（群落・自生地を含む） ９ ６６
地質・鉱物 ６ ６

計 ２０ ７８

国指定 県指定 合計
重要文化財 ７７ 有形文化財 ４４９ ５２６
重要無形文化財 １ 無形文化財 ２ ３
重要有形民俗文化財 ４ 有形民俗文化財 １３ １７
重要無形民俗文化財 ４ 無形民俗文化財 ４６ ５０
史跡 ３７ 史跡 ９５ １３２
名勝 １ 名勝 ８ ９
天然記念物 ２０ 天然記念物 ７８ ９８
重要伝統的建造物群保存地区 １

合 計 １４５ 合 計 ６９１ ８３６

表２－１－４－６ａ 記念物の指定状況 （平成１７年４月１日現在）
（史 跡） （名 勝）

（天然記念物）

表２－１－４－６ｂ 国・県指定文化財件数 （平成１７年４月１日現在）

（国指定の重要文化財、史跡、天然記念物はそれぞれ国宝、特別史跡、特別天然記念物を含む。）
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